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1 施設の概要
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(3)名称

(4)所在地

(5)設置年月日

高島海水浴場

高島ふれあいキャンプ場

長崎市高島町2709番地5

高島海水浴場

高島ふれあいキャンプ場

(6)設置目的

市民が海と自然に親しみながら行うレク'り工ーション等の活動の場を提供し、もって市民

の福祉の増進に資するため。

(フ)主な施設内容

ア高島海水浴場

構造

平成9年7月20日

平成9年4月1日

延床面積

イふれあいキャンプ場

その他施設

鉄筋コンクリート造2階建

1階

235.52 n;

2階

(幻利用時間及び休所日の承認の基準

男女温水シャワ一室(男女各4基)、水洗トイレ、更衣室.、

無料水シャワー、多目的トイレ

施設内容

監視員室、テラス

.

女子温水シャワ一棟、売店6棟

高島海水浴場

施設

常設テント1.0.基、炊飯棟2棟、パーゴラ

高島ふれあい

キャンプ場

午前8時30分から午後5時までの

時問帯を基本とし、1日8時問30分

以上

利用時間

宿泊する場合

、、

午前10時から翌

日午前10時まで

の時間帯を基本

とし、1日24時問

以上

日帰りする場合

1月1日から 7月20日まで及

び9月1日から12月31日まで

休所日

1月1日から 7月20日まで、

9月1日から10月31日までの

間の土曜日、日曜日及び休日

以外の日及び11月1日から12

月31日まで

午前8時30分か

ら午後5時まで

の時問帯を基本

とし、1日 8時間

30分以上

設
容

施
内



(9)利用料金(基準額)

アふれあいキャンプ場

一般

小学校の児童又は中学校の生徒

イ倒t属設備

区分

キャンプ用品

貴重品コインロッカー

コインロッカー(10人用)

区分

台座付テント

コインロッカー(6人用)

組立式テント

no)利用者等の推移

ア利用者の推移

温7kシャワ,ー

金額(1日につき)

バーベキューセット

年度

単位

海水浴場

1基1泊

100円

キャンプ場

1張1泊

イ指定管理委託料の推移

50円

1台1日

ム量十

平成27年度

1個1回

金額

1個1回

1,571円

11,479

1 個 1 回

年度

ウ使.用料収入の推移

3,669

523円

平成28年度

金額

1回

15,148

261円

、100円

平成27年度

14,143

100円

年度

4,325

海水浴場

平成29年度

200円

18,468

キャンプ場

200円

9.851

平成28年度

平成27年度

合計

12,613

(単位:人)

4,133

平成30年度

16,746

9,833

543

平成29年度

平成28.年度

11,359

727

1,270

3,338

14,697

9,856

(単位:千円)

718

平成30年度

平成29年度

800

1,518

9,848

(単位:千円)

3

656

平成30年度

678

1,334

能3

朋8

1,371



2 指定管理者候補者の概要

称高島振興協同組合川名

②所在地長崎市高島町2709番地5

③代表者代表理事松尾保

仏}設立年月日・平成 19年11月9日

⑤主な事業

ア組合員の取り扱う高島における地域資源等の施設に関する管理業務の共同受注事業

イ組合員の取り扱う商品の共同購買・販売事業

ウ組合員のためにする高島の地域資源等のアピールのための共同宣伝事業

3 指定の期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

4 指定管理者候補者の選定について

川選定方法非公募

②選定理由

当該施設は高島地区の地域活性化を担う主要なレジャー施設であり、地域との連携が特に

求められる施設である。

高島振興協同組合は、高島町の振興及び発展のため、地域の資源・'施設を有効利用し、地

域組織との連携を深め、住民福祉の向上を図ることを目的として地域住民で組織・'設立され

た団体で、当該団体に管理を任せることにより、同地区の事業者間の連携などによる同施設

の有効活用や集客が期待され、地域経済の活性化や交流人口の拡大に寄与することが期待で

きる。

また、高島地区は離島及び過疎地域であり、地域振興や地元雇用に対する配慮が必要であ

ることから、地域団体である高島振興協同組合に管理を行わせることが適当であるため。

③利用料金制導入する

圃業務内容

ア施設の運営に関する業務

施設の受付・案内、行為の許可、利用料金の徴収等

イ施設及び設備の維持管理に関する業務

保守点検、修繕、清掃、安全管理等

⑤管理運営体制

゛

区匝亟ヨ 主任(1 人)

職員(1 人)

臨時職員 ※海水浴場開設期間は、'平日3人、土日祝4人

の監視員を配置。

4
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⑥候補者提案額

令和2年度

9,930

※令和2年度から利用料金制度を導入

令和3年度

m 候補者提案額の内訳

10,006

令和4年度

人件費

支出

10,179

需用費

令和2年度

令和5年度

役務費

委託料

4,673

利用

料金

収入

その他

令和3年度

10,425

3,030

合計【A)

令和6年度

施設利用料・

附属設備利用料

330

4,749

令和4年度

(単位:千円)

3,108

3,030

市所要額(A・B)

(指定管理委託料)

10,607

合計旧)

11、 141

330

4,922

令和5年度

合計

3,108

3,030

1,211

51,147

11,217

330

5,168

令和6年度

3,108

1,2Ⅱ

(単位:千円)

3,030

1,211

9,930

11,390

330

5,350

3,108

1,211

合計

3,030

1,211

10,006

24,862

11,636

330

3,108

1,211

15,150

1,211

10,179

1,650

11,818

15,540

1,211

1,211

10,425

57,202

1,211

6.055

10,607

6,055

51,147

-5 -



【参考】

(1)事業計画害概要

【経営方針】

・利用者に海水浴場、キャンプ場を安全で快適に利用していただけるよう市と連携して円滑

な管理運営に努める。

・海水浴場イキャンプ場の利用を通して海や自然に親しむ場となる施設づくりを行っていく。

【安全・安心面からの取組み】

海水浴場には、監視員を平日3人体制、土日祝日4人体制で配置する。

・キャンプ場は、警備・保安対策として夜間の巡回を行う。また、地元警察と協力し、昼夜

の定期的な巡回を実施する。

【施設の管・理】

・スタッフは地元で募集し、採用する。

・管理運営上の経理につぃて、各種帳票書類を整備して、固有の会計を設け処理を行う。

【施設の運営】

ア利用促進のための方策について

・長崎市内で高島海水浴場及びキャンプ場の案内チラシを配布する。

・「uMIBOUZ ・in 高島」.と協力することにより、集客力の向上を図る。

ホームページの広幸&・宣伝による情報発信、集客力の向上を図る。

イ利用者等の要望の把握及び実現策について

・来場者へのアンケートを実施する。

ウその他

・水難事故に関しては、消防・警察・漁協と協力しながら対応する。

【個人情報の保護の措置】

・法令に定める場合を除き、個人情報を事前に本人の同意を得ることなく第三者に提供しな

い。

・個人情報の利用は、キャンプ場利用に関する以外の目的で使用する場合は、事前に必ず本

人の承諾を得る。

【緊急時の対応について1

・緊急救助用のボディーボード等を配備する。

【施設の維持管理】

・必要な保守点検等を行い、適正に施設を維持管理する。

,
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(2)仕様書

高島海水浴場及び高島ふれあいキャンプ場指定管理者業務仕様書

高島海水浴場及び高島ふれあいキャンプ場(以下「施設」という。)の指定管理者の業務の内容及びその

範囲等は、本仕様書によります。

また、本文中に「条例」とあるのは「長崎市高島ふれあい海岸条例」、「規則」とあるのは「長崎市高島

ふれあい海岸条例施行規則」を表します。

1 趣旨

本仕様書は、施設の指定管理者が行う業務の内容及び履行方法について定めることを目的とします。

2 施設の概要

m名 称長崎市高島海水浴場、長崎市高島ふれあいキャンプ場

②所在地長崎市高島町27四番地5

立平成9年③設

④施設の規模砂浜面積 4,400肘、遊泳面積 20,090河、キャンプ場敷地面積 2,957rrf

⑤主な施設

(高島海水浴場)
、

ア管理棟 1 棟鉄筋コンクリート造2階建(235.52 市)

1階男女温水シャワー、室(男女各4基)、水洗トイレ、更衣室、無料水シャワー、多目的ト

イレ

2階監視員室、テラス

イ女子温水シャワ一棟 1棟(4基) 46.60市

ウ売店 25.70 n;× 6棟

(高島ふれあいキャンプ場)

ア常設テント10基

イ炊飯棟2 棟(54.10rHX 2棟)

ウパーゴラ

工倉庫

・フ

3 管理に関する考え方

施設の管理運営は、次に掲げる項目に沿って行ってください。

m 施設を通して、市民が海と自然に親しみ、憩い、地域振興、福祉の増進に資するものであるという

設置理念に基づき、管理運営を行ってください。

②公の施設として、市民の平等な利用及び利用者への公平なサービスの提供を常に確保するととも

に良好な施設の維持管理を行うことを基本としてください。

③利用者の意見を管理運営に反映させてください。

④個人情報の保護を徹底してください。

⑤効率的な運営を行ってください。

⑥管理運営費の削減に努めてください。

4 指定期問等

令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間とします。



5 法令等の遵守

施設の管理及び事業実施にあたっては、本仕様書のほか、次に掲げる法令等を遵守してください。

m 地方自治法

②長崎市高島ふれあい海岸条例、長崎市高島ふれあい海岸条例施行規則

③労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法その他労働関係法令

④個人情報保護に関する法律、長崎市個人情報保護条例、長崎市情報公開条例

⑤長崎県遊泳者及びプレジャーモーターボートの事故防止等に関する条例

⑥消防法

m その他、業務を遂行する上で、関連する法令等がある場合はそれらを遵守してください。指定期

問中に前各号に規定する法令に改正があった場合は、改正された内容を仕様とします。

6 職員の配置等について

関係法令を遵守し、適正な労働条件のもと、業務実態にあった体制を確立するとともに、施設管理や

運営に的確な対応ができる職員の確保及び配置を行ってくださ.い。

川職員配置

ア統括責任者として、高島海水浴場及び高島ふれあいキャ.ンプ場に常勤職員の施設長を配置して

ください。

イ施設長を補佐し、施設長不在時に代理する役割を担うとともに、事業の実施及び来場者の対応

等を行う者として、常勤職員の主任を配置してください。

ウ施設長又は主任が甲種防火管理者の資格所有者であること。

工海水浴場開設期問中は、監視員を常時3名以上配置してください。

オパックチケットの引換業務を行う職員を配置してください。

力清掃員、受付・案内員は、施設を安全に運営するために必要な人数を配置してください。

※長崎市が想定する職員の配置は次のとおり・です。

施設長、主任、監視員、清掃員、受付・案内、パックチケット引換

②職員の基準

ア専門的な資格、技術等を要する業務については、必ず当該資格保有職員を配置してください。

イ職員は、直接雇用し、労働関係法令を遵守してください。

ウ職員は制服を着用するなど、施設利用者が判別できるようにしてください。特に、'監視員にっ

いては一別できるようにしてください。

工職員に対して、施設の運営管理に必要な研修を実施してく.ださい。

オ施設の設置目的を踏まえ、地元雇用に配慮してください。

7 開場時間及び休場日等について

開場時間及び休場日の承認の基準は次のとおりです。

尋

施設

高島海水浴場 午前8時30分から午後5時までの時間

帯を基本とし、 1日8時間30分以上

開場時問

1月1日から 7月20日まで及び

9月1日から12月31日まで

休場日

8
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一

高島ふれあい

キャンプ場

宿泊する場合 午前10時から翌日午

前10時までの時問帯

を基本とし、 1日24

時間以上

※指定管理老は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て開場時閻及び休場日を変更すること

ができます。

日帰りする場合

8 指定管理者が行う業務の範囲

御指定管理業務

ア施設の受付、案内

(ア)施設の概要等の基本情報を把握し、利用者又は電話等の問い合わせに対応してください。

(イ)利用者又は電話等による苦情については、誠意を持って適切かつ迅速に対応し記録してく

ださい。

イ行為の許可(取り消しを含む)

条例、規則等に従って行ってください。

伊)行為及び利用の許可について

条例第6条及び第9条第1項の規定に従って行います。

(イ)行為及び利用の制限に関する事項

a 条例第7条及び第9条第2項各号に定める場合には、行為及び利用の許可をすることがで

きません。

b 条例第8条各号に規定する行為は禁止されています。

C 条例第14条第1項各号に該当する場合は、利用等の許可を取り,消し、又は行為若しくは

利用を停止し、若しくは制限することができます。

d 条例第16条に該当する場合は、,利用を禁止し、又は制限することができます。

ウ施設の利用料金の徴収

(ア)行為の許可に係る料金、又は施設及び附属設備の利用に係る料金は利用料金とし、指定管

理者の収入とします。

{イ}利用料金は、あらかじめ長崎市の承認を受けて定める基準に基づき、減免することができ

ます。

{ウ}釣り銭は必要に応じて準備し、利用者の便宜を図ってください。

工高島ふれあいキャンプ場(以下「キャンプ場」という。)は利用開始の1月前から予約受付を

開始してください。

オ施設の利用に伴う備品類の貸出しに関する業務

午前8時30分から午

後5時までの時問帯

を基本とし、 1日 8

時間30分以上

1月1日から 7月20日まで、 9

月1日から円月31日までの問の

土曜日、日曜日及び休日以外の

日及び11月1日から12月31日ま

で



力施設の利用促進のため、乗船券と施設利用券をセットにしたパック事業を実施し、パツクチケ

ツトを作成してください。

キ施設の利用実績の記録,集計に関する業務

ク広告宣伝に関する業務

(ア)施設のホームページにっいては、定期的に更新作業を行い、最新の情報提供に努めてくだ

さい。

{イ}各種広報媒体を活用した広告宣伝に努めてください。

ケ施設及び設備の維持管理

{ア}施設及び設備の保守点検

a 消防設備保守点検

消防法施行規則第31条の4の第2項及び第3項に示された基準に従って、消防用設備の

保守点検を行ってください。(消火器' 5基)(法定点検.年2國

【イ)施設及び設備の修繕

来場者の安全の確保を図るため、 1件あたり200千円未満.のものは、委託料(修繕)の範

囲内において、速やかに実施してください。なお、執行(業者選定、見積徴取、契約を含む)

は、長崎市の契約制度の例により行うようにしてください。なお、執行にあたっては、長崎

市内に本社を有する長崎市建設工事等競争入札参加者の資格審査及び選定要綱(昭和鶚年

8月1日施行)、第 11 条に規定する有資格業者名簿又は長崎市物品等競争入札参加者の資格

審査及び選定要網(昭和63年12月1日施行)第11条に規定する有資格者名簿に登録されて

いる者(以下「有資格者」という。)を優先してください。

(ウ)'施設の開設期間を定め、高島海水浴場(以下「海水浴場j という。)にっいては、所轄警

察署へ開設の届出を行ってください。

(エ)施設の清掃及び除草等

施設区域内のごみ拾いや清掃を行うとともに、定期的に除草するなど、施設全体の美化に

努めてください。

また、不法投棄物があった場合には、投棄者へ撤去を要請し、その投棄者が判明しない場

合には自らその処理を行ってください。

a 建物清掃の基準

便所(海水浴場期問中 1日2回、それ以外のキャンプ場開設中1日1回)

b 除草の基準

海水浴場周辺 4,850rr;(年1 回)、キャンプ場広場 2,20orr;(年2 回)

C ごみ拾いの基準

海水浴場期問中 1日2回、それ以外のキャンプ場開設中 1日.1 回

【オ)施設の整備

砂浜の整地及び施設内へ流入した砂等の除去、浮島、プール、サメ防護網の設置撤去を行

つてください。ただし、サメ防護網設置撤去については地元漁協との調整を綿密に行ってく

ださい。

仂).海岸の清掃

砂浜等の清掃については、年間を通じて行ってください。

10
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【キ}施設の安全管理

a 施設内の秩序を維持し、事故・盗難、破損等の犯罪及び火災等の災害発生を警戒・防止し、

財産の保全を図るとともに、利用者の安全を守るため、保安警備を適切に行ってください。

b キャンプ場では火気を使用しますので、火気の管理を行ってください。

C 施設の利用時問中は、定期的に巡回するなど、利用者の安全に配慮し、事故防止に努め

てください。

d 事故発生時には、救護措置をとり、長崎市及び警察等関係機関へ連絡報告等を行ってくだ

さい。

e 天災、火災等の災害発生時は、利用老の安全を最優先に避難誘導を行うとともに長崎市

及び消防署等関係各機関に連絡を行うなど適切な対応を行ってください。また、円滑な避

難誘導等を行うことができるよう、普段から必要な訓練等を行ってください。

【ク)備品類の管理・調達

ゴその他の業務

(ア)事業計画書及び収支予算書の作成

翌年度分の事業計画書及び収支予算書を毎年度9月末までに作成し、市が指定する日まで

に提出してください。

(イ)事業報告書及び収支決算嘗の作成

管理運営業務の利用状況・実施状況等を記載した業務日報を作成し、長崎市が指定する期

間保管し、求めがあったときは提出して.ください。

【ウ)毎月、業務日誌に基づいて業務報告書を作成し、翌月10日までに長崎市へ報告してくだ

さい。

は} 7月31日・ 8月16日・ 8月31日・ 9月30日・10月31日時点の利用者数及び利用料金

収入を速やかに長崎市へ報告してください。

【オ)施設の環境マネジメントシステムの運用における必要な記録賦定点検、施設点検等)の

報告

仂) AED 伯動体外式除細動器)操作方法を含む救急救命講習の実施

(キ)簡易救護薬品等の常備

【ク}利用者からの苦情への対応

サその他留意事項

(ア)本業務に従事する職員には名札を着用させてください。

(イ)緊急医療情報、交通機関情報及び近隣の観光情報を収集して、利用者に対して情報提供を

行ってください。

(ウ)台風及び時化等、緊急閉場等の必要があると判断した場合には、長崎市へ連絡し諸手続き

について協議を行ってください。

②自主事業

指定管理者は、施設利用者の利便性や施設の魅力向上に資する自主的な事業を自らの費用負担に

より行うことができます。自主事業を実施する場合は、あらかじめ市に実施計画書案を提出し、市

長の承認を得たうえで実施してください。

Π



9 経費等について

指定管理者は、長崎市が支払う指定管理に係る委託料(以下「委託料」という。)及び利用者が支払う

利用料金収入により管理運営を行うことになります。

m 委託料

「高島海水浴場及び高島ふれあいキャンプ場の管理に関する業務の収支予算書」による提案に基

づき、支出(施般の管理・運営にかかる経費)から利用料金収入を差し引いた額が委託料となりま

す。委託料が不足する場合があっても、長崎市は不足分の支出は行いません。

委託料は協定害で定め、会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)ごとに四半期に分割して支

払います。

②利用料金収入

施設は利用料金制を採用します。したがって、利用者が支払う利用料金(施設及び附属設備に係

るもの)は指定管理者の収入となります。利用料金の額は、長崎市が条例、規則で定める額を基準と

してあらかじめ市長の承認を得て定めることとなります。

また、利用料金の減免にっいては、長崎市が条仰上規則で定める基準に基づき、あらかじめ市長の

承認を得て行うこととなります。

侍)利用料金の取り扱い

利用料金は、施設利用の許可の際に徴収するものとし、利用日の属する年度の収入とします。令

和2年4月1日から令和7年3月31日利用分までの利用料金が、指定管理者の収入となります。

なお、利用料金収入が指定管理者の提案額を超えた場合、その超えた金額のうち、・提案額の 10%

までは全額を指定管理者の収入とします。なお、10%を超えた部分の収入にっいては、基準として、

その超えた部分の50%を長崎市に納付していただくか、若しくは利用者還元に充てることとします

が、その使途については提案してください。

④施設における提案事業及び自主事業の経費

提案事業及び自主事業の実施に係る経費にっいては全て指定管理者の負担とし、自主事業により

得た収入にっいては、指定管理者の収入となりますが、損失が発生した場合は、全て指定管理者の

負担となります。

なお、自主事業により利益が生じた場合、公の施設を使用しての利益であることから、一定割合

の市への納付や利用者への還元など利益の取扱いにっいても併せて提案をしてください。基準とし

て、利益の10%までは全額指定管理者の収入とし、その超えた部分の50%を市への納付もしくは利

用者還元に充てることとします。詳細にっいては、協定書において定めることとします。

⑤委託料の精算について

修繕料を除き委託料の精算は行いません。ただし、指定期問内に次の状況となった場合は、利用

料金収入及び委託料について協議を行うこととします。

ア指定管理業務を追加及び廃止した場合

イ 10の責任の分担に基づく協議が必要となった場合

⑥修繕料の精算について

指定管理者は、修繕料に係る委託料にっいて、支出の内訳を明らかにした精算書を作成し、長崎

市が指定する日までに長崎市に提出するものとします。なお、精算した結果'残金が生じたときは、

長崎市が指定する日までに長崎市に残金を返還しなければなりません。

゛
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⑦事業報告

会計年度終了後、30日以内に事業の報告を行ってください。なお、収支報告については、収支計

算書を提出してください。

⑧経理規定

指定管理者は、経理規定を策定し、経理事務を行ってください。

⑨立入検査について

長崎市は、必要に応じて労務管理、施設、物品、各種帳簿等の現地検査を行うこととします。

10 賣任の分担

指定管理者と長崎市の責任分担については、次のとおりです。なお、詳細については、関係法令に基

づいて、協定書に規定することとします。

項目

制度・法令変更

税制度の変更

物価変動

運営費の膨張

施設管理・運営に影響を及ぼす法令等の変更

利用者の変動

指定管理者自身に影響を及ほす法令等の変更

施設管理・運営に影響を及ぼす税制変更・

利用料金の未収

一般的な税制変更

自主事業りスク

物価変動に伴う経費の増

人件費等の運営費の膨張

施設設備等の損傷

長崎市の事情による利用者の減

当初の事業計画の利用者見込みとの相違

利用料金の未収による収入減

損害賠償

自主事業の実施に伴い発生するりスク

管理上の最症による施設・設備・備品の損傷

経年劣化等管.理上の暇癌によらない施設・設

、備・備品の損傷

長崎市

管理上の暇癌による施設・設備・備品の不備

による事故や火災等に伴う利用者への損害

0

運営りスク

指定管理者

管理上の暇癌によらない施設・設備・備品の

不備による事数や火災等に伴う利用者への損害

0

管理上の理癌(指定管理者の責)による施設・

設備・備品の不備による事故や火災等に伴う臨

時休場等の運営りスク

0

不可抗力

0

管理上の斑症によらない(長崎市の責による)

施設・設備・備品の不備による事故や火災等に

伴う臨時休場等の運営りスク

0

指定期問開始前の準備及び業務引継ぎに係る費用負担

※0

※0

自然災害等による施設・設備・備品の損傷、

利用者への損害、臨時休場等に伴う運営りスク

0

0

協議事項

0

0

協議事項

0

0 (責任の

範囲につい

ては協議す、

る)
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運営管理(企画調整、利用指導、案内、警備、苦情対応)

維持管理(清掃、施設保守点検、設備等法定点検、修繕、安全衛生管

理)

管理事務所、倉庫等の物品管理

有料施設の利用の許可(受付、許可、料金徴収業務)

災害時対応(待機連絡体制確保、被害調査・報告、応急措置)

利用料金の収受

施設の目的外使用許可及び目的外使用料の徴収

施設の法的管理(占用許可等)

施設の整備、改修

災害時対応(待機連絡体制確保、被害調査・報告、応急措置)におけ

る指示等

災害復旧(本格復旧)

火災保険(火災及び災害)

施設賠償責任保険

.

0 (修繕につ

いては、 1件

当たりの金額

が200千円未

満のもの)

※指定管理者の継続に重大な影響を及ぼすものにっいては、その都度協議することとします。

《本責任の分担のほ力)疑義のあるものについては、その都度協議することとします。》

0

、

11 指定管理者の賠償責任と保険の加入

m 損害賠償

指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又は設備を損傷し、又は滅失したときはそ

れによって生じた損害を長崎市に賠償しなければなりません。指定管理期問の終了後、又は指定の

取消し後も同様とします。

②第三者への賠償

施設の利用者等第三者に損害を与え、賠償を行う必要が発生した場合、その賠償にっいては、国

家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条(公務員の不法行為による損害の賠償)、同法第2条(公

の営造物の暇症による賠償)に基づき長崎市が行います。ただし、長崎市が指定管理者の責めに帰

すべき事由により発生した損害にっいて、第三者に対して賠償したときは、長崎市は指定管理者に

対して長崎市が賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を請求することができます。

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0※長崎市が

加入する保険

と重複しない

範囲で必要な

保険に加入す

る。

0
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③保険の付保

指定管理者は自らのりスクに対応して、自らの負担において必要に応じて保険に加入してくださ

い。なお、長崎市は「全国市長会市民総合賠償補償保険」に加入しています。同保険の賠償責任保険

の内容は次のとおりです。

施設賠償責任保険契約類型

てん補限度額

12 備品の取り扱い

Ⅱ}指定管理者は、長崎市の所有する備品等については、「長崎市会計規則」に定める備品台帳等を備

えて、その保管に係る備品等を整理し、購入及び廃棄等については、長崎市と協議するとともに移

動について定期的に長崎市に報告してください。

②指定管理者は、長崎市が貸与する備品等において、数意又は過失により破損又は滅失した場合は、

自己の費用により購入又は調達してください。

(3)備品等の詳細な取り扱いについては、別途協定書において定めることとします。

身体賠償

財物賠償

13 業務実施上の注意事項

業務を実施するにあたっては、次の各項目に留意して円滑に実施してください。

m 公の施設であることを常に念頭にお,いて、公平な運営を行うこととし、特定の団体等に有利に、

あるいは不利になる運営をしないでください。

②施設の管理運営に係る各種規程・要綱等がない場合は、長崎市の諸規程に準じて、あるいはその

精神に基づき業務を実施してください。

③指定管理者が施設の管理運営に係る各種規程・要綱等を作成する場合は、長崎市と協議を行って

ください。

④消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に基づき、防火管理者を定めるものとします。防

火管理者は消防計画を作成し、消防計画に基づく避難の訓練の実施その他防災管理上必要な業務を

行ってください。

⑤市民の利便に資するため、開場時間、休場日の変更が必要であると市長が認めたときは、指定管

理者は、その変更に伴い必要とされる業務を行ってください。

⑥その他、仕様書に記載のない事項については、長崎市と協議を行ってください。

m 指定期間中、年度ごとの予算については、長崎市の財政の状況等により金額が変更となる場合が

あります。

1名につき

1事故につき

1事故につき

D升"

1億円

10億円

2千万円

14 協議

この仕様書に規定するもののほか指定管理者の業務の内容及び処理について疑義が生じた場合は、長

崎市と協議し、決定します。
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